
国際ロータリークラブ第 2730地区 日南ロータリークラブ 

   

 

             「笑 門 来 福」 

例会日 毎週水曜日 12：30～ 例会場 ホテルシーズン日南 

住所   日南市園田 3-11-1 TEL 0987-22-5151 FAX0987-22-9588          会長 山口秀一 

職業奉仕月間 

第3233回例会 №25 2020.01.22  曇り 

点鐘・国歌・ロータリーソング 12時30分    「それでこそロータリー」 

四 つ の テ ス ト  片桐美香 君 

ゲ ス ト 上村博文氏（（株）ホケンセンター 代表取締役） 

例 会 行 事 結婚・誕生者卓話 

 

会長時間 

職業奉仕」という概念 

「ロータリーの目的」は、ロータリーの存在目的とロータリアンの責務について記した哲学的な声明です。

職業奉仕は、「目的」の第2項を土台としており、この項で、ロータリアンは次のことを奨励し、育むことが

求められています。 

• 職業上の高い倫理基準 

• 役立つ仕事はすべて価値あるものという認識 

• 社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること 

職業奉仕はどのように実践できるでしょうか。いくつかの方法をご紹介します。 

• 例会で、各会員が自分の職業について話し、互いの職業について学び合う 

• 地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす 

• 高潔さを重んじて仕事に取り組み、言動を通じて模範を示すことで倫理的な行動を周囲に促す若者のキャ

リア目標を支援する 

• 専門能力の開発を奨励し、指導する 

職業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の地域社会で奉仕を行う土台となるものです。ロータリーで

は、高潔性と高い倫理を重視しています。その中でロータリアンによって生みだされたのが、「四つのテスト」

と「ロータリアンの行動規範」の 2つであり、職場や生活のあらゆる場面で倫理的行動を実践するための指

針となっています。 

「四つのテスト」は、1932年、シカゴ・ロータリークラブ会員で、1954-55年度に国際ロータリー会長を

務めたハーバートJ. テイラーにより発案されました。倒産寸前の会社を建て直す役目を担ったテイラーは、

仕事における全側面において従うべき倫理的指針として「四つのテスト」を創り、このシンプルな哲学のお

かげでこの会社は倒産を免れました。その後、1934年に国際ロータリーで採用されて以来、「四つのテスト」

はロータリアンが倫理的行動を判断するための尺度として用いられてきました。このテストは、多くの言語

に翻訳され、世界中でロータリアンにより推進されています。「ロータリアンの行動規範」は、「四つのテス

ト」と並び、すべてのロータリアンが事業や専門職において指針とできる、倫理的行動の枠組みとなるもの

です。ロータリーの職業奉仕では、地域社会のニーズに取り組み、支援を必要とする人たちが自らの力で生

活を立てていけるよう支援するために、職業の知識とスキルを活用することが求められます。クラブでの活

動や職業を通じて充実した職業奉仕を実現できるよう、実践的なアイデアを紹介した本手引きをご活用し勉

強して下さいとありました。 

ロータリアンの行動規範 



ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。 

2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。  

3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界

中の人びとの生活の質を高める。 

4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。 

 

幹事報告 

1）元会員阿部政廣様の、ご尊母阿部マチ子様がご逝去されました。通夜式及び告別式は、プリエールはま

ゆう（0987－23-0983） 通夜式：1月23日（木）18：30～ 葬 儀：1月24日（金）11：30～ 

 

委員会報告 

 親睦委員会  誕生 石灘寛樹君（1965）  結婚 片桐美香君（2013） 

 

スマイル 

 濱砂睦司君 年明けより、電気料金の算定システムトラブルが発生しており、一部のお客様にご迷惑をお

掛けしております。 

 峰松俊夫君 久しぶりに例会出席できました。この後、仁川→武漢→ジュネーブに移動です。メーキャッ

プはちゃんとします。ごめんなさい。 

 古澤昌子君 ロータリーバッジを落としました。新年会でBOXに入れようとして、手が滑りました。そん

な年ではないと思うので、反省を込めてスマイルします。 

 片桐美香君 いつも有難うございます。 

 日髙章太郎君 早退します。 

 鷹衛哲郎君 令和2年1月 20日、皆様のご支援ご協力により、無事に合併処理が済み「新生、宮崎第一信

用金庫」がスタートしました。今後とも地域の皆様に愛され、親しまれる信用金庫として、

職員一同頑張って参りますので、引き続きご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申

し上げます。 

例会行事    結婚誕生者卓話  片桐美香君の結婚卓話は来月に行います。 

       石灘寛樹君（誕生） 

本日は私の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。1月10日～13日は出張

で、誕生日当日は一人(終日会議だったため）だったところ、14 時過ぎに河野通郎君

から「おめでとう」メールをいただきました。ありがとうございました。会議中だっ

たのですが、こっそりお礼のメールを返送しました。13日昼に家宅したところ、妻と

子供が、私の好物のハヤシライスと餃子を作ってくれたので、それを食べながらささ

やかな誕生会をしました。 

さて、もう少し時間がいただけるようなので、残りの時間は、遺言の方式が変わったこと及び今年また新

しい制度ができることの話をしようと思います。  

 遺言は2種類あります。一つは自分で書く『自筆証書遺言』、もう一つは公証役場で作成する『公正証書遺

言』です。 

 自筆証書遺言は、従来すべて自書することとされていたので、利用しづらいスタイルでした。近年問題と

なっている相続未了地をこれ以上増やさないためにも、もっと遺言を活用して欲しいということで、遺産目

録についてはパソコン等で作成したものを綴りこんでもよいというように変更になりました。 

 そして、今年の7月10日(金）から法務局で遺言書を保管する制度がはじまります。遺言を書いたご本人

が法務局に出向き遺言書を預かってもらうというものです。国の機関が保管するのですから、遺言を紛失す

る心配もありませんし、保管時に本人の確認もされるので、検認も不要とされます。また、相続発生後、相

続人は、全国どこからでも遺言の存在の確認をすることができます。 

 遺言書保管制度と公正証書遺言との違いは、次の通りです。 

 自筆証書遺言の保管制度は、一言で言うと、簡便であるということです。自分の思い立ったときに書くこ

とができ、しかも保管されるのでなくなる心配もありません。しかし、法務局は遺言の形式要件しか確認し

ないとしているので、法律上無効な遺言になることも否定できません。作成には専門家のアドバイスを仰い



だ方がよいと思います。 

 他方、公正証書遺言は、費用がかかる、立会人が 2人必要である等、いろいろ手間が多いといえます。し

かし公証人が法的に問題のないように注意して作成してくれますので、内容が無効になるということはまず

ありません。また、遺言者の遺言能力のチェックもおこなうので、作成時に判断能力があったかどうか等が

後日問題になる心配もありません。さらに遺言を執行する際には遺言者の死亡と相続人の存在を証する戸籍

を添付すればほぼ問題ありませんので、死亡後に準備する書類が格段に少ないと思います。 

 いずれを使うかは、相続人の人数や連絡のしやすさ、相続財産の件数等をみながら、使い勝手のいい方を

選択されてみてはいかがでしょうか。 

 

出席率報告 

  会員数 出席免除 出席定数 ＨＣ出席 ＭＵ 欠席 出席 出席率 

  今 週 36 4 32 25 4 3 29 90.62％ 

 出席免除 渡邊、村上、清水、土屋 

 先取ＭＵ 榎木田、黒岩、永田、村社 

欠 席 斉藤、齋藤(奈)、守永 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局〒887-0014 日南市岩崎3-4-2 Itten堀川ビル2F創客創人センター内TEL0987-22-3363・FAX0987-22-3515 

会長：山口秀一  副会長：村岡俊宏  幹事：入中英雄  雑誌会報広報委員長：河野通郎 

雑誌会報広報委員会より   原稿は、ocame@wing.ocn.ne.jpまで送信してください。 
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